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第 10 章

六甲山イノシシ問題の現状と課題

辻知香 1 • 横山真弓 1,2

要点

六甲山系南側の市街地で発生しているイノシシ問題の対策の検討に向けて、六甲

山イノシシに関わる過去の資料、ヒアリング、森林動物研究センターの蓄積デー

タをまとめた。

出没・被害発生の最大の原因であるイノシシの餌付け行為は、 1965年には確認

されていた。当時からすでに人慣れしたイノシシによる被害が発生しており、被

害防止のための有害捕獲も実施されていた。つまり六甲山イノシシ問題は約 50

年間続いている。

かつての六甲山は、過剰な材木利用によってはげ山となり、野生動物が生息でき

る環境ではなかった。 1900年代の積極的な植林事業により、現在は広葉樹が優

占する、イノシシの好適な生息環境へと変化している。

神戸市は 2002年にイノシシの餌付け禁止条例を施行し、 2004年に餌付け禁止の

規制区域を設置した。これらの施策の効果はみられたものの、餌付け行為の根絶

が難しく、近年、苦情・通報件数や有害捕獲数は増加傾向にある。

イノシシにとって好適な生息環境に変化した六甲山では、生息数が減少する要因

は極めて少なく、また、餌付け行為が続く限りイノシシの市街地出没と被害発生

はなくならないことが考えられる。今後も都市住民への普及啓発の推進とともに

イノシシの捕獲体制の確保が求められる。

Keywords: 六甲山、餌付け行為、植生変遷、苦情・通報、捕獲対応

10-1. はじめに

野生動物と人との軋鰈問題は、近年、これまで発生のなかった都市環境でも勃発して

いる。都市環境における野生動物の出没や被害の発生件数は全国的に増加傾向にあるこ

とから、問題は一時的あるいは例外的な現象ではなく、確実に都市環境へ波及してきて

いるといえる。人口密度が高く交通量の多い都市環境では、中山間地域の状況とは全く

異なる事態が発生している。たとえば、野生動物が、予想し得ない交通量の多い場所や

緑地環境のない場所に突発的に出没している（札幌市 2010;辻・横山 2012)。また、

人口が密集しているため、人身被害や交通事故など人の生命に直接関わる緊急的かつ深

l兵庫県森林動物研究センターご兵庫県立大学自然・環境科学研究所
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刻な被害の危険性が挙げられている（札幌市 2010;香川県 2011)。都市環境ならでは

の問題が想定され、その場限りの対応ではなく、体系立てた野生動物への対応・対策の

仕組みを構築することが急務である（辻• 横山 2012)。

兵庫県では、阪神地域の市街地に野生動物が出没し、被害が発生している。とくに神

戸市、芦屋市、西宮市の六甲山系南側斜面の地域におけるニホンイノシシ (Susscrofa 

leucomystax ; 以下イノシシ）の問題は深刻である。六甲山のイノシシ問題の発端は、

イノシシヘの餌付け行為である（神戸市2002)。餌付け行為により人慣れしたイノシシ

が、人工物に執着し、ゴミを荒らしたり、人を襲ったりしている。これまで神戸市を中

心として対策が実行されてきているが（神戸市 2002;神戸市 2005)、根本的な原因で

ある餌付け行為の根絶が難しいため、被害がなくならない。人慣れした問題個体が捕獲

されて一時的に出没や被害が収まっても、餌付け行為により、再び別の人慣れ問題個体

が出現して被害が再発するという繰り返しである。

これまで六甲山およびイノシシに関しては、多くの書籍に記載されている。そこで本

稿ではとくに、市街地に出没するイノシシの被害問題に焦点をあて、六甲山イノシシの

出没・被害の低減に向けた抜本的な対策の検討を行うことを目的とする。中でもこれま

でのイノシシヘの餌付け行為自体の状況に加え、被害と捕獲等の対策状況、出没個体が

生息している六甲山系の植生の歴史的な変遷の状況に着目する。

10-2. 集約資料

本稿では、六甲山イノシシに関わる書籍や資料、関係者へのヒアリング、 2009年以

降の森林動物研究センターの対応記録を元にまとめた。各項目で利用した資料を以下に

示す。

「10-3.神戸市の区域、鳥獣保護区の分布とイノシシの捕獲形態」では、第 11次

鳥獣保護事業計画書（兵庫県 2012) と森林動物研究センターに蓄積されている兵庫県

のベースマップを利用した。「10-4. 六甲山イノシシの餌付け行為、被害、捕獲の歴

史」では、六甲山イノシシの餌付け行為に関する書籍（田中 1986)、神戸市の条例に関

する資料（神戸市 2001;神戸市 2002;神戸市 2005)、関係者のヒアリングをまとめた。

六甲山の植生に関しては、 2012年 4月に神戸市建設局公園砂防部六甲山整備室が発行

した「六甲山森林整備戦略」に詳しい（神戸市 2012)。そこで「10-5. 六甲山系の植

生変遷」では、この資料を参照し、イノシシ管理に関わる部分に絞って要約した。また

植生図の作成には、大日本帝國陸地測量部発刊の 5万分の 1地形図 (1900年代の植生

図）、国土地理院発刊の 5万分の 1地形図 (1950年代の植生図）、環境省生物多様性セ

ンター発行の自然環境保全基礎調査「第 2-5回と第 6-7回植生調査重ね合わせ植生図 (5

万分の 1と2万5千分の 1)」(1980年代と 2000年代の植生図）を使用した。「10-6.

餌付け行為と被害の実態」では、 2009年以降に森林動物研究センターが調査、分析し

た記録をまとめた。「10-7.住民の苦情・通報と有害捕獲状況」では、第2期イノシ
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シ保護管理計画の資料（兵庫県 2012) と森林動物研究センターに蓄積されている有害

捕獲情報をまとめた。「10-8. 対策状況」では、神戸農林水産事務所が実施した六甲

山イノシシ対策事業の報告書を引用した。

10-3. 神戸市の区域、鳥獣保護区の分布とイノシシの捕獲形態

神戸市は、政令指定都市であり 9つの区に分かれる（図 1)。六甲山系は、神戸市の

中央を東西に横断している。六甲山系より南側の瀬戸内海に面する東灘区、灘区、中央

区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区では、住宅地や商業施設が立ち並び人口密度が高

い。この中で、市街地におけるイノシシ被害がとくに深刻なのは、東灘区、灘区、中央

区の 3区である。一方で、六甲山系より北側の北区、西区には農地や山林が広がり、南

側に比べて人口密度は低い。この 2区では主にイノシシによる農業被害が発生している。

六甲山系は、 1956年に瀬戸内海国立

公園に編入された。現在、約 9,000ha

の面積のうち 5,440haが鳥獣保護区、

そのうち 138haが鳥獣保護区特別地域

に指定されている（図 1; 兵庫県2012)。

六甲山系南側では、森林のほぼ全てが

鳥獣保護区になるため、狩猟が禁止さ

れており、捕獲は年間を通じてすべて

有害捕獲となる。また銃器の使用が禁

止されているため、捕獲方法はわなに

限られる。これに対して六甲山系北側

については、一部鳥獣保護区が入るも

ののほとんどが狩猟可能地域であり、

銃猟が可能な地域もある（図 1)。

長田区 仁コ鳥獣保霞区

- -km  0 2 4 8 亡コ鮫瓢菓止区域

図 1 神戸市各区の立地と鳥獣保護区、

銃猟禁止区域の分布

以上の通り、神戸市内においても六甲山系南側の地域では市街地に出没するイノシシ

被害の防止のためのわなによる有害捕獲、六甲山系北側の地域では農作物被害対策のた

めの有害捕獲および狩猟と、地域によって被害のタイプ、捕獲目的や捕獲方法が異なる。

10-4. 六甲山イノシシの餌付け行為、被害、捕獲の歴史

六甲山におけるイノシシヘの餌付け行為、イノシシの被害と有害捕獲に関わる出来事

を図4の年表にまとめた。

1960-1970年代

イノシシヘの餌付け行為が最初に始まった時期は定かではないが、今から約 50年前

の1965年には行われていた。当時からすでに餌付け行為の影響で、イノシシが市街地
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に出没し被害を発生させていた（神戸

市 2001)。また 1979年には、芦屋市

の高座の滝や付近の砂防堰堤にて地

元の登山者による餌付け行為が始ま

った。これらの場所が、大規模な餌付

け場所として問題となる芦屋イノシ

シ村である（図 2;田中 1986)。1960

'"'--'70年代は、野生動物が希少な存在

であったことから（横山 2014)、間近

でイノシシを見ることができる場所

として、六甲山でのイノシシの餌付け

行為は広まったと考えられる。当時は、

人慣れイノシシを研究対象としてい

た報告もあり (Hirotani& Nakatani 

1987; Nakatani & Ono 1994)、野生

動物に対する餌付け行為が公然と善

意として行われていたと推察される。

その一方で、イノシシ被害の防止の

ために兵庫県猟友会の東灘、灘、摩耶、

葺合の四支部からなる「表六甲有害鳥

獣駆除班」が編成され、六甲山系でイ

ノシシ捕獲が実施されていた（因 3)。
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図2 イノシシ村が存在した場所

図3 表六甲有害鳥獣駆除班の活動

当時は犬を使った銃器による捕獲が主であった。

1980-1990年代

度重なるイノシシ被害の発生を受け、行政的に餌付け行為の注意喚起が行われた。し

かし芦屋イノシシ村など六甲山系各地で、行政の注意を無視しした餌付け行為が続けら

れた。その影響でイノシシの被害や苦情の件数は急増し、被害地域も拡大した。有害捕

獲については、猟犬による事故の発生や住民からの銃猟に対する非難の増加を受けて、

1980年代に捕獲手段が銃器からわなに切り替わった。1980年代後半のイノシシ被害の

深刻化と餌付け行為の継続を受けて、 1992年に神戸市が、イノシシヘの餌付けの禁止

を定める条例制定に向けて調整を始めた。

2000-2010年代

2002年 5月 1日にイノシシヘの餌付けを禁止する全国初の条例として、「神戸市いの

ししの出没及びいのししからの危害の防止に関する条例」、いわゆる「イノシシ餌付け

禁止条例」が施行された。条例では、イノシシヘの餌付け行為と餌となりうるごみの放

棄の禁止が定められた。条例違反者への措置としては、市からの指導・勧告が定められ、

罰則は設けられなかった（神戸市 2002)。施行当初は、条例の適用範囲を全市対象とし
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ていたが、 2004年に条例違反と被害が深刻な地域に的を絞って対策を強化するために、

規制区域が設定された。規制区域には東灘区と灘区の一部地域が指定された（神戸市

2005)。規制区域外であった中央区にて、 2011年に餌付けにより人慣れしたイノシシが

人身被害を多発させた。これを受けて、 2012年に中央区の一部地域も規制区域に加え

られた。

西宮市においても、 2013年 4月 1日に、「西宮市いのしし餌やり禁止条例」が施行さ

れた。神戸市の条例と同様に餌やりを禁止する区域を設定し、その区域内での条例違反

者に対しては、市からの勧告措置が定められた（西宮市 2013)。

近年実施されている六甲山イノシシ特有の対策として、イノシシ緊急対策協力員（兵

庫県）とイノシシ餌付け監視員（神戸市）の設置が挙げられる。 2005年から始まった

イノシシ緊急対策協力員制度は、イノシシが住民に危害を与える可能性が極めて高くな

る緊急事態に対処するシステムである。イノシシ緊急対策協力員は、各区の猟友会支部

から数名選出され、それぞれの区を管轄域として活動している。イノシシ餌付け監視員

は、 2011年と 2012年に神戸市によるイノシシ餌付け禁止対策事業（緊急雇用就業機会

創出事業として実施）の一つして設置された。監視員は、各区が把握する餌付け場所周

辺をパトロールし、餌付け者への注意・警告と周辺住民への啓発活動を実施した。

年号 餌付けに関するできごと 被害に関するできごと 対策に関するできごと
1965年 付けによる被害の深刻化

‘ 「表六甲有害鳥獣駆除班」によ
るイノシシ捕獲の実施

I芦屋市の高座の滝にてイノシシ
I I I 

1979 
の餌付け開始（芦屋イノシシ

寸形成）
1982 I I睛獲方法を「ワナ」に指定

（銃器不可）

し灘区・芦屋市の山麓にて人身
11 

1989 
故多発

1992 ：戸市が、餌付It禁止の条例化
I被害・苦情多発 I

検討を開始

2001 戸市イノシシ問題検討会設置
2002 戸市イノシシ餌付け禁止条例

i,T -

2004 し伊lで定める規制区域として、
東灘区と灘区の一部地域を指定

2005 I I Iィノシシ緊急対策協力員の設置
(2005年～現在）．． 

2010 I 慄灘区・芦屋市の山薦にて人身
故多発

2011 I中央区にて人身事故多発 IIイノシシ餌付け監視員の設置
(2012, 2013年）

2012 伯見制区域を中央区の一部地域へ
放大

2013 し宮市イノシシ餌付け禁止条例
i,T -

図4 六甲山イノシシの餌付け、被害、捕獲に関する年表
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以上のとおり、六甲山イノシシの餌付け行為と被害、有害捕獲は約 50年に渡って続

いている。餌付け行為やゴミの放棄問題に対して、神戸市を中心とした根強い注意喚起

の実施と餌付け禁止条例の施行により、芦屋イノシシ村の消失やゴミマナーの改善など

の効果は認められた。しかし一部の住民や登山者が餌付け行為を続けているため、現在

まで被害がなくならず、被害防止のための有害捕獲や緊急対応も続けられている状況で

ある。

10-5. 六甲山系の植生変遷

六甲山系は、古くから燃料材や肥料、建築物の材木を確保するために樹木の伐採が繰

り返されていた（玉起 1997;神戸市 2012)。とくに人口が増加した江戸時代後期～明

治時代の過度の伐採により、六甲山ははげ山と化した（玉起 1997;和田 1997;神戸市

2012)。1900年代の植生図では、山の中腹に広大な荒地が認められ（図 5a)、緑地部

分も潅木や草地が多かった。したがって当時の六甲山は野生動物が生存していくには不

滴な環境であったと推測され、実際、イノシシは確認されていなかったといわれている

（三谷 2001)。はげ山となった六甲山は水源涵養力が極度に低下し、水害が頻発した（神

戸市 2012)。1892年の大水害を契機に、水害防止策として六甲山の砂防や治山工事が

着工し、 1902年に植林事業が始まった。やせた士地であったため、土壌回復として根

粒菌をもつヤシャブシ、砂防用としてニセアカシア、定着しやすいアカマツなどが植林

された（玉起 1997;神戸市 2012)。1950年代には、六甲山はアカマツとコナラが優占

する混交林へと変化した（図 5b ; 小舘 2001)。この頃から、イノシシが確認されるよ

うになったとの記述は多い（玉起 1997;三谷2001)。1980年代には、荒地が消失しア

カマツとコナラの混交林が広がった（図 5C)。2000年代以降、遷移が進んでアカマツ

は減少し、コナラなどの落葉広葉樹林が優占するようになった（小舘 2001;神戸市

2012)。さらに山際ではアラカシを中心とした常緑広葉樹が広がってきている（小舘

2001; 図5d)。コナラやカシなどの堅果類は、イノシシの秋の主要な食物である（小

寺ら 2013)。イノシシは、栄養価の高い堅果類を食べることで餌資源が乏しい冬季に備

える。広葉樹が優先する現在の六甲山は、イノシシにとって豊富な餌環境であるといえ

る。
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一.,.•.• 一畑 - - km 0 1.25 2.5 5 0 1.25 2.5 5 

図5 六甲山周辺の植生図
a. 1900年代、 b.1950年代、 C.1980年代、 d.2000年以降の植生図

10-6. 餌付け行為と被害の実態

餌付け行為

針●●"

量史鼻

費●広●● ， 
倉縁広●彎停

•• •• 
•鴛事鴫

拿鱒広糞冑縛.,. 
鸞・
•皇＊鴻
拿II•饂●鴫

事輯嶋●

餌付け行為がイノシシの市街地出没・被害の原因となる経緯には、イノシシの本来の

食性と高い学習能力が関係する。イノシシは雑食性であるが、主には草本類や地下茎な

ど植物質を採食し、補足的に昆虫類などの動物質、季節的に堅果類やタケノコなど栄養

価の高いものを好む（朝日 1975;小寺ほか 2013)。そのため、人間が与える餌やゴミ

は、イノシシにとっては極端に栄養価が高いと考えられる。したがってイノシシは、人

から“簡単に”、“美味しい”餌をもらえることを学習すると、山林内で自然のものを自

ら探して食べることを止め、餌を得るために餌場に執着する。やがて人を恐れなくなり、

市街地が安全であると学習する。最終的に人を襲うことで餌を得ることを覚える。イノ

シシは段階的に学習を進め、行動をエスカレートさせる。このようにして安易な餌付け

行為が、人慣れ問題イノシシを作出している。

イノシシヘの餌付け行為に対する問題認識は広まっているものの（神戸市2005)、現
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在も一部の住民や登山者が餌付け行為を続けている。イノシシは、本来は警戒心が強く

人前に出没しない動物であるが（江口 2003)、餌付け行為が常習的に行われている地域

では、餌をもらえる日中に人前に堂々と出没する。図 6のように母イノシシが餌付けさ

れることで、子も人から

餌をもらうことを学習し

ていると考えられる。餌

付け行為の継続により、

何代にもわたって人慣れ、

問題イノシシが常に生み

出されている状況にある。

-~ 

図6 餌付けされた人慣れイノシシ親子

被害状況

六甲山系南側の市街地では、イノシシによる人身被害、交通事故（因 7)や列車事故、

ゴミ荒らし（図 8)や敷地内侵入、糞害（図 9)

などが発生している。被害は、極度に人慣れし

た特定個体による場合と不特定個体による場合

に大別される。前者の場合は、問題個体が特定

の地域に高頻度に出没を繰り返し、人身被害な

どの深刻な被害を発生させる傾向にある。後者

の場合は、予想し得ない場所に突発的に出没し、

交通事故や列車事故を起こしたり、夜間に民家

の敷地内を荒らしたりする。どちらの状況でも

普段野生動物との関わりが希薄である都市住民

の多くは、出没時の対応や被害対策の方法を知

らないため、被害が続発したり拡散したりしや

すい。 図7 交通事故対応現場

図8 ゴミを荒らすイノシシ 図9 糞（黄丸部分）が発見された市街地
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市街地での被害とは別に、六甲山山麓では、餌付け行為により人慣れしたイノシシが

登山者を襲う被害が散発している。

10-7. 住民の苦情・通報と有害捕獲状況

1999年から 2011年において、神戸市の各区役所に寄せられたイノシシの被害に関す

る通報・苦情件数と神戸市内で有害捕獲されたイノシシの頭数（兵庫県 2012) を図 1

0に示した。通報・苦情件数は、 2004年をヒ ー゚クとして、 2007年までは減少傾向にあ

ったが、 2008年以降に再び増加している。とくに 2011年は、通報・苦情件数が過去最

多であった。ただし 2010年と 2011年は、 一部の地域で問題個体が出現し、出没と被

害を繰り返したために苦情・通報件数が多くなったことに留意する必要がある。

神戸市全体の有害捕獲数は、 2007年まで 300,.___,400頭を推移していたが、 2008年に

約 700頭に急増した後、多いまま推移している。六甲山系南側の地域を抜き出した市

街地捕獲を見ると、 2007年までは 200頭前後を推移していたが、 2008年以降 300頭

前後に増加している。過去最大頭数となった 2010年では市街地捕獲だけで約 400頭に

達している。

六甲山系のイノシシの推定生息数や生息密度は分かっていないが、近年の苦情・通報

件数、有害捕獲数の増加傾向から判断すると、個体数は増加していると推測される。

一市街地捕獲 •一その他地域 一...苦情件数
4
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図 10神戸市内のイノシシ被害に関する苦情・通報件数

■lは市街地捕獲として、東灘区、灘区、中央区、兵庫区、須磨区で有害捕獲さ

れた頭数、 ● は北区、西区で有害捕獲された頭数を示す。（長田区、垂水区で

は当該期間にイノシシ有害捕獲は実施されていない。）

- 129 -



兵庫ワイルドライフモノグラフ 6-10 

10-8. 対策状況

餌付け禁止と被害防止の注意喚起

イノシシヘの餌付け禁止の啓発や被害防止の注意喚起が、神戸市を主体に広報誌や

HPなどを通じて実施されている。また餌付け行為や被害が深刻な地域には、看板の設

置が進められている。餌付け者に対しては、各区の担当課による注意が地道に続けられ

ている。このような注意喚起と普及啓発により、少しずつイノシシ問題の認識は広まっ

ているが、餌付け行為の根絶は難しい状況にある。2011年と 2012年の餌付け監視員の

設置では、餌付けや被害が軽減した地域が認められるなどの効果があった。

有害捕獲と緊急対応

神戸市では、イノシシ被害の直接的な対策として、有害捕獲とイノシシ緊急対策協力

員による緊急対応が実施されている。この対応時に中山間地域とは異なる都市環境なら

ではの弊害が発生している。有害捕獲については、銃器が使用できないだけでなく、住

宅が立ち並んで土地所有が複雑であるため、わなが設置できる場所も限られていること

が捕獲活動を困難にしている。さらに都市住民の捕獲に対する嫌悪感もあり、被害が発

生していても住民の理解が得られない場所では捕獲が難しい状況にある。また餌付け者

などにより、わなが壊されて、捕獲を妨害されることもある。したがって、捕獲従事者

には様々な面での配慮と高い捕獲技術が求められる状況にある。

緊急対策協力員は、突発的なイノシシの出没や被害への対応を実施している。2008

,.__,2011年に緊急対策協力員が対応した 149件の出動時間は全体では日中が多かった。

しかし人身被害、交通事故、列車事故など速やかな対応が必要となる緊急性の高い出動

に限ってみると、夜間 ・深夜の出動が多くなった（図 11)。緊急に対応しなければな

らない案件ほど、対応時の負担が大きいことが示唆された。

全体 (N=l49) 緊急性の高い出動 (N=33)

図11イノシシ緊急対策協力員の出動時間

• 0 -3時

4 7時

□ 8-11時

l'l.-lbl寺

● 16-193寺

ロ20-243寺

ロ不明

左は全ての対応の出動時間、右は緊急性の高いものとして、人身被害、交通事故、

列車事故の対応時の出動時間を示す。（神戸農林水産事務所提供）
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野生動物への餌付け問題は、六甲山イノシシだけでなく、知床国立公園のヒグマ

(Ursus arctos)、日光市や箕面市のニホンザル (Macacafuscata)などでも深刻であ

る（箕面市 2006;日光市 2009;知床財団 HP)。問題の共通点の 1つ目は、普段野生

動物との関わりが少なく付き合い方を知らない人々が安易な考えで餌付けすることに

ある。とくに都市住民は、野生動物と犬や猫などの伴侶動物との違いが理解できず、同

様の感情移入や対応を行いやすいことが指摘されている（岸本2001;York and Andreas 

2008)。共通点の 2つ目は、餌付け者本人は野生動物からの直接的な被害を受けにくい

ため、餌付け行為の問題認識が低いことである。都市住民でも被害を受けた人は積極的

な対策への理解を示すが、被害を受けない人の理解は低い（岸本 2001; York and 

Andreas 2008)。したがって、餌付け者本人が被害を受けない限り、餌付けの根絶が難

しいのが現状である。人口が密集する都市環境は、中山間地域とは異なり、住民全体の

中では被害者も餌付け者も一部分に限られ、大半は問題に無関係、無関心な人となる。

都市環境ならではの複雑な社会構造が、住民が一丸となった対策の推進を難しくしてい

る要因の一つである。これらを改善していくためには、野生動物との適切な関わり方や

距離の置き方について、普及啓発活動を地道に続けていくことが重要であると考える。

野生動物への餌付け禁止条例は、神戸市や西宮市以外でも施行されている。条例違反

者に対する罰則規定に着目すると、箕面市サル餌やり禁止条例（箕面市 2009)では 1

万円以下、箕面市カラスによる被害の防止及び生活環境を守る条例（箕面市 2011)で

は10万円以下の罰金を、日光市サル餌付け禁止条例（日光市 2006)では氏名公表を定

めている。現在、六甲山イノシシによる被害では、交通事故や入院を要する深刻な人身

被害が発生している（辻• 横山 2014)。このような状況に対して、訴訟間題になっても

おかしくないと警鐘を鳴らす声や罰則規定などを望む声も多く聞かれている。イノシシ

は体重が 100kg を超えることも少なくなく（辻• 横山 2014)、また、成獣のオスなど犬

歯が発達した個体と鉢合わせて死亡に至る事例が他地域では発生している。関係機関の

様々な努力によっても約 50年にもわたる餌付け行為はなくなる気配がないことや深刻

な事故を予防する観点からも、さらに踏み込んだ対策が必要となっている。

六甲山の植生変化とイノシシの生息数の関係

過去 100年間の六甲山の植生環境は、人の手が加わったことにより、自然の植生遷

移よりも極めて速いスピードで劇的な変化を遂げた（図 5; 神戸市2012)。イノシシを

はじめ野生動物が生息できるような環境ではなかった六甲山は、現在は多くの野生動物

を養える好適な生息環境へと変貌している。本来イノシシは、繁殖率が高く（辻•横山

2014)捕獲が行われなければ、急激に増加する動物種である。現在の兵庫県全体の傾

向としても麻い捕獲圧にもかかわらず、個体数の急激な増加が示唆され（横山・辻2014)、
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農業被害も拡大（松本ほか 2014) している。これらの状況を踏まえると、現在の六甲

山にはイノシシの個体数が減る要因が見当たらず、今後も生息数は増加すると予想され

る。さらに餌付け行為により、本来の自然の摂理であれば洵汰される個体も生き残る可

能性が挙げられる。このようにして六甲山のイノシシの生息数が増えた場合、一定割合

が市街地に出没する可能性が高い。現に通報・苦情件数や有害捕獲数は増加傾向にある

（図 10)。今後の対策として、問題個体の有害捕獲だけでなく、余剰分の間引き、つ

まり六甲山におけるイノシシの個体数管理が必要な時期にきていると考える。

出没・被害時の対応対策

市街地に出没した個体や人身事故を起こした個体への対応は、有害捕獲従事者やイノ

シシ緊急対策協力員が担っている。ただし市街地で対応する場合には、二次被害を防ぐ

ための交通整理、住民の混乱を防ぐための説明、過剰なマスコミ報道の回避など、行政

や警察の協力が不可欠である。連携体制を確保するために、たとえば、札幌市や香川県

では、野生動物の出没時の対応マニュアルや安全対策の手引きを作成している（札幌市

2010; 香川県 2011)。この中では、各機関の役割分担と責任の所在を明らかにし、出没

時の連絡体制を整えている。六甲山のイノシシの市街地出没や被害は、今後も発生が続

くと予測されることから、出没時に迅速かつ適切な対応体制を整備することが重要であ

ると考える。
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